
「会津湯川米ブランド化推進事業」業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

この要領は、「会津湯川米ブランド化推進事業」の実施に当たり、公募型プロポーザル方

式（以下「プロポーザル」という。）により企画提案書の提出を求め、優れた提案を行った

企画提案者を本委託業務の委託候補者として選定するための手続きについて必要な事項を

定める。 

 

１ 委託業務の概要 

（１）業務名 

「会津湯川米ブランド化推進事業」業務委託 

（２）業務内容 

別紙「業務委託仕様書（案）」のとおり 

（３）委託期間 

委託契約締結の日から令和８年３月２５日（水）まで 

（４）委託限度額 

８，８７０，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

２ 参加資格等 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない

こと。 

（２）募集要領を公示した日から契約締結日までの期間において、村における入札参加

資格制限措置要綱の規定に基づく入札参加制限中の者でないこと。 

（３）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定による更生手続開始の申立てをし

た者若しくはなされた者（同法第 41 条第 1 項に規定する更生手続き開始の決定

を受けた者を除く。）又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定による再生

法手続き開始の申立をした者若しくはなされた者（同法第 33 条第１項に規定する

再生手続き開始の決定を受けた者を除く。）でないこと。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第 77 号)第２条

第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）に該当しないほか、次に掲げ

る者でないこと。 

ア 役員等（提出者が個人である場合にはその者を、提出者が法人である場合には

その役員又はその支店もしくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下

同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 

号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）。 



イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者。 

ウ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどした者。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与してい

る者。 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者。 

（５）宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴力団員の統制下

にある団体でないこと。 

（６）村税の滞納がないこと。 

（７）消費税又は地方消費税を滞納している者でないこと。 

 

 

３ 実施要領等の入手方法 

実施要領及び各種様式等の電子データは、湯川村役場のホームページからダウンロード

して入手すること。 

なお、窓口及び郵送等での配布は行わない。 

 

 

４ 各種書類の提出 

質問は、以下により受け付けることとする。 

なお、本企画プロポーザルに係る事業説明会は実施しない。 

（１）質 問 書 

ア 提出書類 

質問書【様式１】 

イ 提出期限 

令和７年４月２日（水）１７時まで（必着） 

ウ 提出場所 

湯川村役場 産業建設課 農業振興係 

・ 電子メールまたはＦＡＸにより提出すること。 

・ 電子メール及びＦＡＸによる場合とも、送信後に「送信した」旨を電話にて

連絡すること。 

・ 電話による質問は受付しない。 

エ 回答方法 

質問に対する回答は、競争上の地位その他正当な利害を害するおそれのあるもの

を除き、湯川村役場のホームページに回答書を随時掲載する。 

（２）参加表明書の提出 

参加表明書の提出がない者の企画提案は受け付けない。 



ア 提出書類 

「会津湯川米ブランド化推進事業」業務委託公募型プロポーザル参加表明書【様

式２】 

イ 提出期限 

令和７年４月７日（月）１７時まで（必着） 

ウ 提出場所 

湯川村役場 産業建設課 農業振興係 

持参または郵送により提出すること。 

※ 持参による提出の場合、受付時間は祝日を除く月曜から金曜の８時３０分か

ら１７時までとする。 

※ 郵送による提出の場合、到着確認が可能な手段をとることとし、提出期限内

必着とし、電話にて送付した旨を知らせること。 

エ その他 

参加表明書の提出をもって、本実施要領の記載内容を承諾したものとみなす。 

（３）企画提案書等の提出 

ア 提出書類 

以下の①・②・④については、合計１５ページ以内（表紙を除く）とし、日本工

業規格Ａ４判とする。フォントサイズは１１ポイント以上を基本とする。 

① 業務内容に関する提案書（任意様式） 

② 実施スケジュール（任意様式） 

③ 法人等の概要【様式３】 

④ 業務実施体制（任意様式） 

⑤ 担当者経歴書【様式４】 

⑥ 見積書（任意様式） 

※ 見積額の積算内訳を明示すること。 

※ あて先は「湯川村長」とすること。 

⑦ 実績として記載した業務の内容が確認できる書類等（契約書の写し等） 

⑧ 暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書【様式５】 

イ 提出期限 

令和７年４月９日（水）正午まで（必着） 

ウ 提出場所 

湯川村役場 産業建設課 農業振興係 

持参または郵送により提出すること。 

※ 持参による提出の場合、受付時間は祝日を除く月曜から金曜の８時３０分か

ら１７時までとする。 

※ 郵送による提出の場合、到着確認が可能な手段をとることとし、提出期限内

必着とし、電話にて送付した旨を知らせること。 

エ 提出部数 



４（３）ア①～⑥については６部（正本１部、副本（正本の写し）５部） 

４（３）ア⑦～⑧については１部（正本１部） 

オ 不適格事項 

この要領に定める手続以外の方法により、参加者が審査員または関係者に本企画

提案に関する援助を直接または間接に求めた場合、その参加者を失格とする。 

また、提出書類が次のいずれかに該当した場合も失格となることがある。 

① 提出方法、提出先、提出期限が本要領の定めに適合しないもの。 

② 作成様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合しないもの。 

③ 記載すべき内容の全部または一部が記載されていないもの。 

④ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。 

⑤ 虚偽の内容が記載されているもの。 

⑥ 見積額が委託限度額を超過しているもの。 

⑦ 複数の提案書を提出したもの。 

カ その他 

① 書類提出に当たって使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

② 提出期限後の提出書類の変更、差替もしくは再提出は原則として認めない。 

③ 企画提案に当たって提出された書類等は、企画提案の採用・不採用にかかわ

らず返却しない。 

④ 本プロポーザルの企画提案に要する経費は、企画提案者の負担とする。 

 

 

５ 審査及び評価に関する事項 

（１）選定方式 

  公募型プロポーザルの選定方式により、各参加者からの企画提案を受け、湯川村は

これを総合的に評価し、委託候補者（単独随意契約の予定者）を選定します。 

  なお、企画提案はプレゼンテーション及びヒアリングにより実施します。 

ア 開催日は、４月１０日（木）を予定しておりますが、正式な開催日時及び場所

は参加表明書の提出があった者に対して別途通知します。 

イ プレゼンテーションは３０分以内（１５分以内の説明、１５分以内の質疑）と

する。 

ウ その他参考資料（プレゼンボード、写真等）の持ち込みは可とするが、追加資

料の配布は認めません。 

エ 委託候補者は、いずれの審査委員からも合計評価配点の上限点（満点）の６割

以上の得点を得ていることを条件とし、企画提案者が１者の場合であっても同様

とする。 

オ 見積額は審査項目ではないが、審査の結果、最上位者が複数になった場合は、

見積額が低い者を上位者とする。 

カ 選考結果は、採用・不採用にかかわらず、書面にて後日通知する。 



 

（２）評価項目・評価基準等 

提案書の評価項目及び評価基準は、別表１「プロポーザル評価項目及び評価基準表」

のとおりとする。 

 

 

６ 契約の締結等 

（１）委託業務に係る仕様は、委託候補者の提案内容を踏まえて村と協議することによ

り確定し、改めて見積書を徴取した上で契約を締結する。仕様書の内容は業務委託

候補者が提案した内容を基本としますが、提案内容のとおりに反映されない場合も

あります。なお、見積額は委託限度額を超えないものとする。 

（２）委託候補者が契約を辞退した場合または委託候補者と村の協議が調わなかった場

合、次点の者を繰り上げ、委託候補者とする。 

 

 

７ その他 

（１）当該業務として作成した各種コンテンツの権利は湯川村に帰属するものとし、複

数年の使用、村のホームページ、ポスター・パンフレット等への二次利用を行う場

合がある。 

（２）企画提案のあった規模を下回ることはできないため、実現可能な提案とすること。

仮に実施計画書の内容を実施できない場合には、村と協議の上、それに匹敵する内

容、活動に変更することが可能であるが、内容によっては委託料の減額となること

がある。 

 

 

８ 担当課（書類の提出先及び問合せ先） 

 

〒９６９－３５９３ 福島県河沼郡湯川村大字清水田字長瀞１８ 

湯川村役場 産業建設課 農業振興係 

○電 話 ０２４１－２７－８８４０ 

○ＦＡＸ ０２４１－２８－３７６１ 

○E-mail sangyo@vill.yugawa.fukushima.jp 

 

  



別表１ 

 

プロポーザル評価項目及び評価基準表 

 

評価項目 評価基準 配点 

業
務
遂
行
能
力
等 

業務実施体制 ・業務を実施する上で十分な体制であるか。 10 

業務実績 ・本業務と類似の業務を実施した実績があるか。 10 

スケジュール ・業務を円滑かつ効率的に遂行できる作業スケジュールか。 5 

企
画
提
案
・
内
容 

業務理解 
・本業務の趣旨、目的を正しく理解した提案内容となって

いるか。 
15 

企画提案 

（企画性①） 
・ブランド米体験会の内容が魅力的なものとなっているか。 10 

企画提案 

（企画性②） 
・販売会の内容が魅力的かつ効果的な活動となっているか。 10 

企画提案 

（企画性③） 

・体験会や販売会以外のイベント企画や PRが魅力的な提案

であるか。また、効果的なノベルティの作成、広報活動とな

っているか。 

15 

企画提案 

（独創性） 
・業務目的の達成に資する工夫が提案されているか。 15 

業務経費 ・仕様書及び提案企画に盛り込んだ内容が適切に計上され

ているか。 

・経済的な工夫があるか。 

10 

合計得点 100 

 


